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高 齢 政 策 
１ 高齢者人口の推移（各年4月1日現在・住民基本台帳人口）          (単位：人) 

年 市の人口 高齢者人口 市人口に占める割合(％) 

H24 700,923 141,737 20.2 

H25 710,798 150,388 21.2 

H26 713,374 157,859 22.1 

※高齢者：65歳以上。 

 

２ 高齢社会対策 

（１）相模原市高齢者保健福祉計画(第５期)の推進 

高齢者保健福祉計画は、本市の高齢社会をめぐる様々な課題に対して基本的な目標を定め、その実現に向

かって取り組むべき施策を明らかにするもので、介護保険制度を円滑に推進していくための介護保険事業計

画を一体のものとして策定した計画である。 

第5期計画は、平成24年度から平成26年度までの3か年を計画期間とし、「いきいきと充実した生活を

おくることができる高齢社会の形成」をめざし、高齢者保健福祉施策を着実に推進する。 

（２）高齢者福祉施設の整備 

ア 特別養護老人ホーム等建設費補助 

特別養護老人ホーム等を建設する社会福祉法人に対し、建設費の一部を助成している。 

平成25年度実績  特別養護老人ホーム相模原すみれ園 415,800,000円 

特別養護老人ホームラペ相模原 630,000,000円 

（仮称）特別養護老人ホーム大野北誠心園    189,000,000円 

（仮称）特別養護老人ホーム相模湖みどりの丘    54,000,000円 

イ 特別養護老人ホーム等建設費借入償還金補助 

    特別養護老人ホーム等の建設に要する費用を独立行政法人福祉医療機構等から借入れた社会福祉法人に

対し、償還金の一部を助成している。 平成25年度実績  27法人 137,215,000円 

ウ 介護老人保健施設建設費借入償還金補助 

介護老人保健施設の建設に要する費用を独立行政法人福祉医療機構から借入れた医療法人に対し、償還

金の一部を助成している。 平成25年度実績  1法人 1,073,000円 

 

３ 市立デイサービスセンター管理運営事業 

在宅の介護を必要とする高齢者に対し、入浴、給食その他のサービスを提供することにより、心身機能の維

持向上等を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な負担を軽減することを目的に、3 か所の市立デイサ

ービスセンターを設置し、指定管理者により管理運営を実施している。 

 清新デイサービスセンター 星が丘デイサービスセンター 古淵デイサービスセンター

所 在 地 中央区清新5丁目3番1号 中央区星が丘4丁目9番14号 南区古淵4丁目24番1号 

開 設 日 平成9年4月1日 平成10年4月1日 平成11年4月1日 

延床面積 425.21㎡ 594.32㎡ 504.33㎡ 

定  員 25人/日 25人/日 25人/日 

25年度利用者数 5,411人 5,936人 5,078人 

指定管理者 （福）智泉会 （福）上溝緑寿会 （福）たけのうち福祉会 

備  考 地域包括支援センター併設 地域包括支援センター併設  

 

―  190   ― ―  191   ―



 

 

192

４ 市内介護サービス事業者 

（１）指定事業者数（平成２６年４月１日現在）  

介護 介護予防 計 
区分 サービス種別 

指定 みなし 指定 みなし 指定 みなし 
合計 

居宅介護支援 169 ― ― ― 169 ― 169

介護予防支援 ― ― 26 ― 26 ― 26

居
宅
支
援 小  計 169 ― 26 ― 195 ― 195

訪問介護 143 ― 138 ― 281 ― 281

訪問入浴介護 11 ― 10 ― 21 ― 21

訪問看護 28 94 28 90 56 184 240

訪問リハビリテーション ― 35 ― 34 0 69 69

居宅療養管理指導 2 598 2 584 4 1,182 1,186

通所介護 180 ― 162 ― 342 ― 342

通所リハビリテーション 11 6 11 6 22 12 34

短期入所生活介護 39 ― 38 ― 77 ― 77

短期入所療養介護 17 ― 17 ― 34 ― 34

特定施設入居者生活介護 30 ― 25 ― 55 ― 55

福祉用具貸与 33 ― 33 ― 66 ― 66

特定福祉用具販売 36 ― 36 ― 72 ― 72

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

小  計 530 733 500 714 1,030 1,447 2,477

夜間対応型訪問介護 1 ― ― ― 1 ― 1

認知症対応型通所介護 16 ― 12 ― 28 ― 28

小規模多機能型居宅介護 15 ― 12 ― 27 ― 27

認知症対応型共同生活介護 56 ― 56 ― 112 ― 112

地域密着型老人福祉施設入所者生活介護 1 ― ― ― 1 ― 1

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

小  計 89 ― 80 ― 169 ― 169

介護老人福祉施設 39 ― ― ― 39 ― 39

介護老人保健施設 12 ― ― ― 12 ― 12

介護療養型医療施設 8 ― ― ― 8 ― 8

施
設 

小  計 59 ― ― ― 59 ― 59

合   計 847 733 606 714 1,453 1,447 2,900

※「みなし」とは、健康保険法による保険医療機関・保険薬局の指定を受け、介護保険法による介護サービ

ス事業者の指定を受けたものとみなされる「みなし指定」の事業所をいう。 

（２）介護保険法に基づく指定等の状況（平成２５年度） 

・指定件数 

新規申請 

指定 みなし 小計 
更新申請 合計 

168 80 248 230 478

   ※介護予防も１事業所として計上    
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・変更届、加算届等件数（平成25年度） 

変更 変更許可等申請 その他加算 廃止 休止 再開 合計 

1,591 11 187 81 13 3 1,886 

    ※介護予防も１事業所として計上  

  ・介護職員処遇改善加算 

全体事業所数 加算取得事業所数 加算取得割合 
571 487 85.2％

 

５ 介護サービス事業者の指導 

（１）指導の目的 

介護保険法に基づき、介護サービス事業者の育成・支援を目的として、制度理解に関する指導のほか、事

業所運営、サービス提供及び介護報酬請求の適正化に関する指導を行う。 

（２）指導の方法及び実績（平成25年度） 

区 分 指導の方法 実績件数 

集団指導 
介護サービス事業者に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所

に集めて講習等の方法により実施する。 
   1,357

実地指導 

現地を訪問し、事前に提出を求めた書類等に基づき、関係書類等を

審査し、事業所内の運営状況等を巡視するとともに、関係人等との

ヒアリングにより実施する。 

    418

合   計    1,775

 

６ 介護サービスの質の向上 

介護サービスの質の向上を図るため、介護相談員派遣事業や介護支援専門員研修を行った。 

介護相談員派遣事業 

   ・相談対象者 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)入所者 ・訪問施設数 30施設 

   ・訪問回数 1施設 月2回 ・介護相談員数 25人 ・面接件数 延べ 7,166件 

  介護支援専門員研修 

   ・開催期間  平成25年4月30日～平成26年2月18日まで 

   ・研修内容  医療・介護連携研修          1日    参加者        125人 

          新人研修       延べ 3日    参加者  延べ    89人 

          現任研修       延べ  8日  参加者  延べ   822人 

          管理者研修      延べ  2日    参加者    延べ   158人 

 

７ 介護人材の定着・確保 

介護人材の定着・確保を図るために、職員のキャリアアップ支援や介護職員等研修、介護のイメージアップ

事業等を行った。 

介護職員キャリアアップ支援 

・介護職員の受講する外部研修に係る経費等を負担した法人に対し、費用の一部を助成した。 

・交付法人数 40法人  ・交付金額 1,775千円 

介護職員等研修 

・市高齢者福祉施設協議会が実施する意識啓発や技術習得のための研修に対し、費用の一部を助成した。 
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・研修内容 新任研修（施設・在宅事業所経験3年未満）  6回 参加者 延べ185人 

現任研修                 4回 参加者 延べ 98人 

施設長・管理者研修             3回 参加者 延べ 82人  

相模原市介護従事者認知症研修       4回 参加者 延べ249人 

公開講座                 4回 参加者 延べ254人 

介護イメージアップ事業 

・市高齢者福祉施設協議会、市介護老人保健施設協議会、市で連携し、11月11日の介護の日に合わせ、介

護の仕事等について広く市民に周知するなど、介護職のイメージアップ事業を実施した。 

・日程 11月16日(土) 相模原市立あじさい会館1階ホール 

・内容 介護に関する講演会、写真展示やパンフレット等による介護業務や施設等の紹介 

介護雇用プログラム推進事業 

・介護職員初任者研修課程の資格取得をめざす離職失業者等に対し、介護業務に従事しながら養成講座を

受講する事業を実施し、介護現場における雇用を促進した。 

・対象者21人 資格取得者17人 実施後の継続雇用8人 

【介護保険課…６(介護相談員派遣事業部分)】 

 

 

 

高 齢 者 支 援 
１ 在宅福祉対策 

（１）認知症高齢者・障害者等徘徊検索サービス事業 

徘徊のみられる認知症高齢者及び知的障害者が属する世帯に対し、徘徊検索サービスの利用料金の一部を 

助成する。  平成25年度実績  登録者：32人（平成26年3月末現在） 

（２）認知症高齢者・障害者等徘徊ＳＯＳネットワークシステム運営事業 

   認知症高齢者等が徘徊により行方不明になった場合に早期発見と保護を行うため、警察や交通機関、福祉 

関係機関等との連携を図る。  平成25年度実績  登録者：156人（平成26年3月末現在） 

（３）住宅改修相談事業 

高齢者や障害者の居宅生活に伴う住宅改修に関する各種の相談に対し、専門の相談員が改修内容等につい

て、相談に応じる。 平成25年度実績 相談件数 97件 

（４）成年後見制度利用支援事業 

   身寄りのいない認知症等の高齢者で、判断能力が不十分な方が、財産管理や介護サービス契約等について

後見人の援助を受けられるよう、市が本人に代わって後見等開始の審判申立てを行う。 

  平成25年度実績  市長申立件数 19件 

（５）高齢者・介護家族電話相談事業（ホッと！あんしんダイヤル） 

高齢者や介護をしている家族の、健康・介護・福祉等の相談に対し、24時間365日、専門の資格を持つ相

談員が電話で相談に応じる。 平成25年度実績 相談件数3,493件 

（６）津久井地域福祉センター管理運営事業 

   在宅の高齢者等の保健福祉サービス事業（介護予防対策のための事業等）を実施する施設として設置し、

管理運営している。 

 

 

所 在 地 緑区太井150番地1 延床面積 235.78㎡ 

開 設 日 平成12年4月1日 25年度利用者数 3,221人 
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（７）高齢者虐待防止対策事業 

高齢者等の虐待防止や早期発見を図るため、関係者によるネットワーク協議会を開催するなど、関係機関

が緊密に連携し高齢者等虐待への迅速かつ適切な支援を行う。  

平成25年度実績  相模原市高齢者障害者虐待防止ネットワーク協議会 10月30日開催 

（８）ひとり暮らし高齢者等戸別訪問事業 

ひとり暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯の方を対象に、民生委員等による戸別訪問を実施し、生活状況の

把握と介護保険サービス等の支援や情報提供を行う。 

平成25年度訪問対象者数  8,464人 

（９）「地域の見守り活動に関する協定」締結事業 

地域見守り活動の一環として、営業で顧客訪問等を実施している民間事業者と「高齢者等の地域の見守り

活動に関する協定」を締結することにより、地域ぐるみの見守りネットワークを構築するとともに、孤立死

等の予防を図り、もって、地域福祉向上に寄与する。 

平成25年度締結企業  相模原市農業協同組合、津久井郡農業協同組合、平塚信用金庫 

 

２ 生きがい対策 

（１）老人クラブの育成 

老後の生活を健全で豊かなものとし、高齢者の福祉の増進を図る目的で結成されたおおむね 60 歳以上 30

人程度の規模の老人クラブに対し、運営費及び社会活動費を助成している。(一クラブについて運営費3,000

円及び社会活動費12,000円に、会員一人当たり1,000円の会員割額を加え助成)  

平成26年4月1日現在  278クラブ(会員 16,823人) 

（２）あじさい大学(高齢者大学) 

   60歳以上の高齢者が、新しい知識と教養を身につけ健康で仲間と明るく楽しい生活ができるよう「あじさ

い大学」を昭和56年9月2日に開校した。大学には、5学部(芸術、健康、文学、教養、園芸)34学科を置き、

それぞれ初心者を対象とした学習を行う。講義は週1回2時間（年間24回）、公開講座等は年3回。 

 

    あじさい大学受講者                    (単位：人) 

年 度 H23 H24 H25 

入学者 1,154 1,144 1,159 

修了者 1,095 1,118 1,084 

公開講座参加者  226  356  267 

（３）地域貢献活動の支援 

団塊の世代をはじめ、これから退職し地域の活動に参加できる方や参加の意向を持っている方を対象に、

「シニアのための地域デビュー講座」、「シニアのための地域活動実践講座」及び「地域活動支援事業推進講

座」を実施する。 

平成25年度の実施状況 

シニアのための地域デビュー講座   2回   参加者41名 

シニアのための地域活動実践講座     2回（全7回講座）   参加者35名 

地域活動支援事業推進講座      1回   参加者121名 

（４）全国健康福祉祭（ねんりんピック）への選手派遣 

高齢者に適したスポーツや頭脳ゲームを通じて、積極的な仲間づくりや世代間交流の推進、また、健康づ

くりへの理解を深め、ふれあいと活力ある長寿社会を推進する同大会に相模原市選手団を派遣する。 

平成 25 年度選手実績 選手 105 名、参加種目（卓球、テニス、ソフトテニス、ゲートボール、ソフトボ

ール、弓道、剣道、サッカー、水泳、グラウンドゴルフ、バウンドテニス、ボウリング、健康マージャン） 
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３ 敬老事業 

（１）敬老祝金の支給 

長寿を祝い、敬老の意を表することを目的として、次のとおり支給している。 

     88歳  10,000円    100歳   50,000円 

   敬老祝金支給状況                              (単位：人) 

年 度 
100歳以上・ 
99・95・90歳 

88歳 80・77歳 合 計 

H23 1,546 1,349 8,777 11,672 

H24 1,632 1,429 9,710 12,771 

  

年 度 100歳 88歳 合 計 

H25 118 2,798 2,916

 ※平成25年度から、支給の対象年齢が88歳と100歳の2区分に変更 

（２）敬老訪問・祝賀メッセージの実施 

9月に満100歳及び男女最高齢者を訪問し、記念品等を贈呈して長寿を祝う。また、77歳及び101歳以上

の市民に対し、喜寿及び長寿を祝したメッセージと記念品を送付する。 

平成25年度  敬老訪問者数 42人   祝賀メッセージ対象者数 9,888人 

（３）敬老事業 

   各地区ごとに市民団体が敬老事業を企画運営し、高齢者の長寿を祝い、その労をねぎらうもの。対象者の

年齢、実施時期、実施内容は、主催する市民団体が決定する。 

   市では、その事業に対して補助金を交付する。 

 

４ 施設福祉対策 

（１）老人ホーム入所措置 

ア 養護老人ホーム 

     環境上の理由及び経済的理由により居宅養護の困難な高齢者を養護する。 

イ 特別養護老人ホーム 

     介護保険法の要介護状態に該当し、やむを得ない事由により特養への入所が困難な者を措置入所により

養護する。 

措置施設数・措置人員                   (各年4月1日現在) 

 措置施設数 措置人員（人） 

年  度 H26 H24 H25 H26 

養護老人ホーム 6 72 68 62 

特別養護老人ホーム 0  0  0  0 

 

（２）老人福祉センター 

高齢者がお互いに趣味、レクリエーション、話し合いなどを通じて教養の向上と健康の増進を図り、明る

く充実した生活を営んでいくための憩いと交流の場を提供する。なお、渓松園と若竹園は、平成 21 年度か

ら指定管理者制度が導入され、第1期（平成21年度から平成23年度まで）、第2期（平成24年度から平成

28年度まで）ともに、公益財団法人相模原市都市整備公社による管理運営が行われている。（平成26年度か

ら公益財団法人相模原市まち・みどり公社へ名称変更） 
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ア 渓松園 

（ア）施設の概要 

・所 在 地：緑区大島3,339番地   ・開    所：昭和47年9月1日 

      ・敷地面積：8,421.02㎡     ・建築面積：1,402.31㎡    ・延床面積：2,055.32㎡ 

      ・構  造：鉄筋コンクリート造平屋建 

      ・設  備：2会議室(50人)、大集会室(160人)、食堂(52人)、浴室、機能回復訓練室、保健室、 

休憩室、講習室、娯楽室、ゲートボール場 

施設利用状況                                (単位：人) 

年 度 H23 H24 H25 

利 用 者 数 47,294 49,960 48,896 

利用者1日平均 136 144 141 

（イ）健康相談 

保健室で看護師により血圧測定、尿の検査、その他健康相談を実施している。また、医師による健康

相談をH23まで月1回、H24からは年6回行っている。 

健康相談利用状況                          (単位：人) 

年 度 利用者総数 利用率(％) 医師による健康相談を受けた人 

H23 9,865 21 67 

H24 9,961 20 36 

H25 9,645 20 30 

講座開催(平成25年度) 

講座名 開催回数 参加延人数 

ストレッチ教室ほか 5 73 

 

イ 若竹園 

（ア）施設の概要 

・所 在 地：南区若松2丁目1番38号  ・開    所：昭和57年4月14日 

・敷地面積：1,632㎡    ・建築面積：813㎡    ・延床面積：1,239㎡ 

・構  造：鉄筋コンクリート造一部2階建 

・設  備：集会室(140人)、談話展示コーナー、健康相談室、機能回復訓練室、娯楽室、浴室 

和室(8畳4室)、講習室、図書室、読書室、会議室(30人)、ミニゲートボール場 

       

     施設利用状況                             (単位：人) 

年 度 H23 H24 H25 

利 用 者 数 59,471 57,119 53,502 

利用者1日平均 171 165 154 

（イ）健康相談 

健康相談室で看護師により血圧測定、尿の検査、その他健康相談を実施している。又、医師による健

康相談をH23まで月1回、H24からは年6回行っている。 

健康相談利用状況                                (単位：人) 

年度 利用者総数 利用率(％) 医師による健康相談を受けた人 

H23 7,559 13 55 

H24 7,769 14 29 

H25 7,161 13 19 
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       講座開催(平成25年度) 

講座名 開催回数 参加延人数 

ストレッチ教室ほか 7 77 

ウ 津久井老人福祉センター 

施設の概要 

・所 在 地：緑区中野633番地1    ・開 所：昭和56年4月 

・敷地面積：3,828．83㎡        ・建築面積：1,274.34㎡  

（併設の相模原市立津久井中央公民館を含む。） 

・延床面積：525.76㎡ 

・構 造：鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階地上3階 

・設 備：準備室（10人）、談話ロビー、集会室（30人）、教養娯楽室（43人） 

施設利用状況             (単位：人)  

年 度 H25 

利 用 者 数 11,678 

利用者 1日平均 34 

（３）南大野老人いこいの家 

市内の60歳以上の人又は老人クラブ等が囲碁や生花、会合などを行うための施設である。 

・所 在 地：南区相模大野8丁目9番5号     ・構  造：木造モルタル造平屋建   

・設  備：大広間(30人)、会議室(20人)、娯楽室(12人) 

    平成25年度利用者数  1,534人 

（４）新磯ふれあいセンター 

   主に高齢者が生きがいを持っていきいきとした生活が送れるよう、交流の促進や健康増進などの活動を支

援する目的で、平成12年5月に開所された。平成14年度には、ふれあいセンターに郷土の伝統文化の保存

継承を目的とする大凧資料館とこどもセンターを併せた、子どもから高齢者までが世代を超えてふれあえる

複合施設(れんげの里あらいそ)として整備し、平成15年4月に開所された。 

平成18年度から指定管理者制度が導入され、第1期（平成18年度から平成20年度まで）、第2期（平成

21 年度から平成 25 年度まで）ともに、公益財団法人相模原市都市整備公社による管理運営が行われ、第 3

期（平成26年度から平成30年度まで）の指定管理者は、公益財団法人相模原市まち・みどり公社となった。 

・所 在 地：南区新戸2,268番地1    ・敷地面積：5,908㎡    ・延床面積：1,610.95㎡ 

  ・構  造：鉄骨造2階建         ・休 所 日：年末年始、施設の保守点検日 

  ・設  備：浴室、機能回復コーナー、大広間、交流広場、多目的ホール、陶芸窯室 

平成25年度利用者数  94,102人  

（５）さがみ湖リフレッシュセンター 

地域の実情に応じ、高齢者の介護予防や健康増進のための事業を進めると共に、介護知識・介護方法の普

及を図る目的で、平成13年 4月に開所された。平成21年度から平成25年度まで指定管理者（公益財団法

人相模原市都市整備公社）により管理運営が行われた。平成 26 年度からは、共同企業体ウィッツ・ギオン

が指定管理者として管理運営を行っている。 

・所 在 地：緑区若柳1,207番地４   ・敷地面積：2,055.14㎡   ・延床面積：1,102.90㎡ 

・構   造：鉄骨造2階建    ・休 所 日：年末年始、施設の保守点検日 

・設  備：ふれあいルーム1・2、研修室、調理実習室、ボランティアルーム、図書コーナー、 

憩いの間、交流コーナー 

    平成25年度利用者数  28,103人 
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（６）東林ふれあいセンター 

市民の健康保持及び増進並びに高齢者の社会参加や生きがいづくりを支援する施設として、東林ふれあい

センターを整備した。 

平成21年4月30日に開所、指定管理者制度が導入されており、第1期（平成21年度から平成23年度ま

で）、第 2期（平成 24 年度から平成 28 年度まで）ともに、公益財団法人相模原市都市整備公社による管理

運営が行われている。（平成26年度から公益財団法人相模原市まち・みどり公社へ名称変更） 

   ・所 在 地：南区東林間1-22-17  ・敷地面積：1,547㎡  ・延床面積：1,245㎡ 

  ・構  造：鉄骨造2階建   ・休 所 日：年末年始、施設の保守点検日 

  ・設  備：ふれあい交流室、多目的室、工作室、陶芸窯室、機能回復コーナー、交流ロビー等 

平成25年度利用者数  102,089人 

 

５ 介護予防事業 

高齢者が、ねたきりや閉じこもりなどにならずに、心身ともに健康で自立した生活を継続できるよう、各種

の介護予防に関する事業を実施している。 

（１）二次予防事業対象者把握事業 

  ア 二次予防対象者把握 

65歳以上の高齢者に対し基本チェックリストにより生活機能の低下について評価し、介護予防について

の紹介を行うとともに、要介護等状態になる恐れが高い者（二次予防事業の対象者）を把握する。  

・基本チェックリスト送付数：33,110人  

・二次予防事業の対象者把握数：5,469人 

イ 生活リハビリ相談事業 

主に65歳以上の高齢者に対し、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士ら専門職が、生活機能の低下要因

を評価し、個別要因に応じた介護予防方法等について助言等を行う。 

   ・相談件数 287件 

（２）平成２５年度の主な介護予防関連事業 

区分 事業名 内容 回数 延参加者

地域介護予防教室 介護予防に向けた知識や方法についての普及啓発を行う。 603回 11,358人

元気倶楽部 公民館等を会場に、月1～2回体操教室を実施する。 368回 7,768人

一
次
予
防
事
業 

 

元気高齢者筋力向上
トレーニング教室

市内スポーツジム等の民間活力を利用し、元気な高齢者向け

にマシンを使った筋力トレーニングを実施する。 
407回 2,621人

自主・個別訓練 
 運動器の機能向上に向けて、参加者の身体状況に応じて理学

療法士らが立案するプログラムを実施する。 
540回 3,830人

高齢者筋力向上 

トレーニング教室

運動器の機能向上に向けて、主に二次予防事業の対象者に、

マシンを使った筋力トレーニングを実施する。 
192回 1,492人

その他通所型介護

予防事業 

口腔機能向上及び認知機能低下予防の介護予防を目的とした

教室を実施する。 
167回 1,508人

二
次
予
防
事
業 

地域版筋力向上ト

レーニング教室 

市内3拠点以外の地域において、口腔・栄養等を取り入れた複

合型の筋力トレーニングを実施する。 
102回 499人
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（３）介護予防サポーター事業 

介護予防の普及啓発や介護予防事業に協力する応援者を養成し、自らの意思による介護予防の取組みを促

進する。   平成25年度活動者数：81人  養成講座実績：27回  養成者数：91人 

（４）介護支援ボランティア事業（さがみはら・ふれあいハートポイント事業） 

市内在住の高齢者が指定の高齢者福祉施設等でボランティア活動を行った場合に、活動実績に応じてポイ

ントとして評価し、蓄積されたポイントに応じて、報償金として還元する。 

平成25年度末登録者数：769人 ポイント還元申請数：297人 平成25年度末受入協力機関数：196施設   

 

６ 地域包括支援センター（愛称：高齢者支援センター） 

介護保険法に基づき、地域の高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必

要な援助、支援を包括的に行う地域包括ケア推進の中核機関として、地域包括支援センターを設置している。 

保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門職を置き、介護予防ケアマネジメント、総合相談支援、

地域のケアマネジャーに対する支援などの業務を行う。 

運営については、社会福祉法人、医療法人等へ委託している。  

日常生活圏域の見直しにより、平成25年度に公募を行い、平成26年度から新たに4箇所を増設した。 

 設置数 26箇所 

 

７ 認知症対策事業 

（１）認知症講演会 

認知症の理解を深めることを目的とした、精神科医師による講演会を実施する。 

 平成25年度実施回数：3回 延参加者数：226人  

（２）高齢者認知症相談 

  認知症の介護方法や接し方などについて、精神科医師、保健師が相談に応じる。 

   平成25年実施回数：32回  延相談者数：72人 

（３）認知症サポーター養成講座   

  認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守り、支援する応援者を養成する。 

   平成25年実施回数：101回 養成者数：2,992人 

（４）認知症サポート医研修 

認知症患者の診療に習熟し、かかりつけ医への助言その他の支援を行い、専門医療機関や地域包括支援セ

ンター等との連携の推進役となる認知症サポート医（推進医師）を養成する。 

平成25年度 養成者数：2名 

（５）かかりつけ医認知症対応力向上研修 

高齢者が日ごろ受診する診療所等の主治医（かかりつけ医）に対し、適切な認知症診断の知識・技術や家

族からの話や悩みを聞く姿勢を習得するため、「かかりつけ医認知症対応力向上研修」を実施。 

   平成25年度研修会修了者：6名  

【津久井保健福祉課…１(6)、４(2)ウ】 

【相模湖保健福祉課…４(5)】 
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高 齢 者 相 談 
１ 高齢者の保健・福祉・介護に関する相談窓口の設置     

市民が身近な場所で相談や申請(市内26箇所の高齢者支援センター（地域包括支援センター）からの各種在

宅福祉サービスなどの代行申請を含む。)ができるよう、各区に高齢者相談課を平成25年度から設置するとと

もに、城山地区、津久井地区、相模湖地区及び藤野地区については、各地区に保健福祉課を設置して対応して

いる。              

緑区 ・・・・緑高齢者相談課 （緑区合同庁舎3階） 

中央区・・・・中央高齢者相談課（ウェルネスさがみはらB館4階） 

南区 ・・・・南高齢者相談課 （南保健福祉センター3階） 

城山地区・・・城山保健福祉課   （城山保健福祉センター1階） 

津久井地区・・津久井保健福祉課  （津久井保健センター1階） 

相模湖地区・・相模湖保健福祉課  （相模湖総合事務所2階） 

藤野地区・・・藤野保健福祉課   （藤野総合事務所2階） 

 

２ 在宅福祉対策 

（１）家事援助事業 

   介護保険の要支援・要介護認定者を除く、日常生活を営むのに支障がある高齢者に、週 1 回ホームヘル  

パーを派遣し、家事援助サービスを提供する。 

 平成25年度実績  利用者：48人  （平成26年3月末現在）延利用時間：3,030時間 

（２）ねたきり高齢者等寝具乾燥消毒事業 

   在宅のねたきり高齢者等の寝具を乾燥消毒することにより保健衛生の向上を図る。 

  平成25年度実績  利用者：75人  実施回数：6回/年 

（３）緊急一時入所事業 

介護者の介護疲れ又は緊急的若しくはやむを得ない社会的理由により一時的に在宅での生活が困難とな

った場合に、短期入所生活介護事業所及び養護老人ホームにおいて一時的に養護する。 

平成25年度実績  利用者：272人 

（４）健康診断料助成事業 

緊急一時入所を利用する際に必要な健康診断に要する費用を、低所得世帯に助成する。 

    平成25年度実績  7件 

（５）ねたきり高齢者等移送サービス助成事業 

介護保険で要介護4または5と認定された高齢者等が、全介助付の特殊仕様の民間タクシーを利用する場

合に、利用料金の一部を助成する。 

平成25年度実績 助成券交付者：830人  延利用枚数：21,485枚 

また、城山、津久井、相模湖及び藤野地区については、公共交通機関を使用して移動することが困難な者

を対象に、通院、通所等の目的に行う福祉車両等による移動支援サービスを提供し、福祉の充実を図る。 

（６）緊急通報サービス事業 

   ひとり暮らし高齢者等の自宅に、緊急時に自動的に消防本部へ通報する緊急通報装置を設置する。設置に

際しては、事前に利用者の情報(かかりつけ医、家族の連絡先等)を登録しておく。 

平成25年度実績  登録者：1,465人 

（７）電話訪問サービス事業 

   ひとり暮らし高齢者等に対し、週1回以上、地域包括支援センターから安否確認の電話をし、生活並びに
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健康に関する相談及び助言を行う。 

 平成25年度実績  利用者：124人 

（８）電話貸与サービス事業 

低所得のひとり暮らし高齢者等で電話を保有していない人に電話を貸与し、毎月の基本料と1,000円まで

の通話料を市が負担する。  

平成25年度実績  利用者：294人 

（９）生きがいデイサービス事業 

介護保険の要支援、要介護認定者を除く、ひとり暮らし等で家に閉じこもりがちな高齢者を対象に、市内

のデイサービスセンターで趣味・レクリエーション等の生きがい活動を提供し、介護予防を図る。 

    平成25年度実績  利用者：94人  延利用回数：3,095回 

（１０）給食サービス事業 

食事の支度が困難なひとり暮らし高齢者等の自宅に、週4回以内で夕食または昼食を届け、健康管理・孤

独感の解消・安否確認等を行う。  

平成25年度実績 利用者：1,160人 （平成26年3月末現在） 

調理食数：延198,118食 

（１１）生活援助員の派遣事業 

高齢者世帯向け公共賃貸住宅の入居者に対し、生活指導、相談、安否確認等を行い、安全かつ快適な生活

が送れるよう、近隣の社会福祉法人から生活援助員を派遣する。 

平成25年度実績  派遣：19か所26人 

（１２）家族介護慰労金の支給事業 

基準日現在において、過去1年間介護保険サービスを利用せずに、介護保険の要介護4または5と認定さ

れた高齢者を、在宅で介護してきた介護者に、慰労金を支給する。 

平成25年度実績  支給者：12人 

（１３）ねたきり高齢者出張理美容サービス助成事業 

ねたきりのため理髪店又は美容院へ行くことができない高齢者に理容師等の出張料を含めた料金の一部

を助成する。  

平成25年度実績  助成券交付者：540人  延利用件数：956件 

（１４）紙おむつ等の支給事業 

低所得世帯の在宅ねたきり高齢者及び認知症高齢者等で、紙おむつ及び尿パッドの必要が認められるもの

に対して、紙おむつを補助支給している。 

平成25年度実績  支給人数：1,145人  支給枚数：562,298枚 

（１５）日常生活用具の給付事業 

要援護高齢者に日常生活用具を給付し、在宅福祉の充実を図る。 

平成25年度実績 

品 目 給付数 品 目 給付数 

歩行支援用具 36 自動消火器  0 

入浴補助用具 36 電磁調理器  7 

腰 掛 便 座  0 

（１６）ねたきり高齢者等慰問品の支給事業 

ねたきり高齢者、認知症高齢者及び介護者の日ごろの労苦をねぎらうために、慰問品(防水シーツ)を支給

する。 

平成25年度実績   ねたきり高齢者353人 認知症高齢者55人  計408人 
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（１７）高齢者住宅設備改善費助成事業 

日常生活を営むのに支障がある高齢者(障害者制度及び介護保険非該当者)が属する低所得世帯を対象に、

主に介護予防を目的とした手すりの設置、段差解消等の住宅改修費の一部を助成する。 

平成25年度実績  助成件数：12件  

（１８）はり、きゅう、マッサージ施術料助成事業 

70～79 歳の低所得高齢者及び 80 歳以上の高齢者の健康保持と福祉の増進を図るため、はり、きゅう、マ

ッサージの施術料を助成する。 

平成25年度実績  助成券交付者：高齢者5,084人  延利用枚数：35,700枚 

 

 

介 護 保 険 
１ 介護保険制度の概要 

急速な高齢化社会の進展に伴う老後の不安となってきている介護を、社会全体で支えることにより、介護を

受ける人が、安心して利用できる仕組みとして平成12年4月から施行された介護保険制度は、14年が経過し、

介護サービスを利用する人は、毎年増加している。 

介護保険財政の状況(平成25年度決算額) 

歳入 36,419,716,823円   歳出 35,820,870,881円   残額 598,845,942円  

 

２ 要介護認定 

（１）要介護認定申請の状況 

23,210 件 

（２）要介護認定調査の実施 

認定調査員が申請者の家庭などを訪問し、心身の状況など74項目の調査を実施した。 

調査件数：22,684件 

（３）介護認定審査会の運営 

訪問調査の一次判定結果、調査の際の特記事項、主治医意見書をもとに、総合的な審査・判定(二次判定)

を行った。 

委員の構成：保健・医療・福祉の専門家161人(委員4～5人からなる36の審査部会を設置) 

   審査会開催数：756回 

   審査判定件数：22,325件 

 

３ 被保険者 

（１）第1号被保険者 65歳以上の人 157,705人(平成26年3月31日現在) 

（２）第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人 

 

４ 第１号被保険者保険料 

（１）保険料額 

介護サービスを提供するのに必要な費用の見込額から算出した本市の保険料は、3 年毎に定める介護保険

事業計画にもとづき設定される。平成25年度は第5期計画の二年目で、基準額は、第6段階の59,400円（年

額）である。この基準額をもとに、負担割合を乗じて 12 の段階を設定している。毎年度の保険料は、前年

中の所得に応じて段階が決定される。 
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（平成25年度 保険料段階区分） 

段階 要件 負担割合 年額保険料 

第１段階 
生活保護等の受給者 

または老齢福祉年金受給者で世帯非課税 

基準額 

×0.40 
23,800円 

第２段階 
世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額 

及び合計所得金額の合計が80万円以下 

基準額 

×0.50 
29,700円 

第３段階 
世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額 

及び合計所得金額の合計が80万円超120万円以下 

基準額 

×0.60 
35,600円 

第４段階 
世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額 

及び合計所得金額の合計が120万円超 

基準額 

×0.70 
41,600円 

第５段階 
市民税課税者がいる世帯に属する市民税非課税者で、 

課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円以下 

基準額 

×0.80 
47,500円 

第６段階 
市民税課税者がいる世帯に属する市民税非課税者で、 

課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円超 
基準額 59,400円 

第７段階 市民税課税者で合計所得金額が125万円以下 
基準額 

×1.12 
66,500円 

第８段階 
市民税課税者で合計所得金額が125万円超 

200万円未満 

基準額 

×1.23 
73,100円 

第９段階 
市民税課税者で合計所得金額が200万円以上 

300万円未満 

基準額 

×1.51 
89,700円 

第10段階 
市民税課税者で合計所得金額が300万円以上 

500万円未満 

基準額 

×1.70 
101,000円 

第11段階 
市民税課税者で合計所得金額が500万円以上 

1,000万円未満 

基準額 

×1.95 
115,800円 

第12段階 市民税課税者で合計所得金額が1,000万円以上 
基準額 

×2.25 
133,600円 

 

（２）保険料の収入状況(平成25年度分) 

区  分 調定額(円) 収入済額(円) 収納率(％) 

特別徴収 8,159,023,900 8,159,023,900 100.00 

普通徴収 1,138,417,700   986,826,100  86.68 

計 9,297,441,600 9,145,850,000  98.37 

 

５ 保険給付費    33,862,229,960円 

内訳 

（１）介護サービス等諸費         30,334,183,280 円 

（２）介護予防サービス等諸費        1,656,188,931 円 

（３）高額介護サービス等費          688,483,194 円 

（４）特定入所者介護サービス等費      1,154,424,105 円 

（５）審査支払手数料            28,950,450 円 
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６ 介護保険給付費等支払準備基金積立金 

介護保険の保険給付額等に不足を生じたときの財源とするため、基金を設置している。 

平成26年3月末基金現在高  1,849,866,640円 

 

７ 財政安定化基金拠出金 

介護保険給付費の財源に不足が生じた場合の介護保険財政の安定化を図るため、国・県・市がそれぞれ 1/3

ずつ拠出し、県に財政安定化基金が設置されている。市は第1号被保険者の保険料を財源として拠出すること

とされているが、第5期介護保険事業計画期間(平成24-26年度)における財政安定化基金への拠出率は0であ

る。 

   

８ 利用者負担等に関する軽減の状況 

（１）旧措置入所者に対する軽減 

介護保険法施行に伴う経過措置として、特別養護老人ホームの旧措置入所者の利用者負担額等が旧来の徴

収額を上回らないように、利用者負担等を軽減する。 

 

 

 

 

（２）特定入所者介護サービス費 

介護保険施設に入所又は短期入所サービスを利用する低所得の人の居住費・滞在費と食費の負担額を軽減

する。 

負担限度額認定 件数 

第３段階 1,141 

第２段階 2,882 

第１段階  439 

合 計 4,462 

※軽減前の額については施設との契約額となる。 

 

（３）特別対策による軽減 

国の特別対策として、障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた人が、介護保険制度の適用

を受けることになった場合も継続してサービスを利用できるように利用者負担を軽減する。また、生計困難

者の介護保険サービスの利用促進を図るため、社会福祉法人自らが利用者負担額の軽減を行い、国・県・市

がその費用の一部を補助する。    

               （平成26年3月31日 現在） 

項     目 軽減割合(％) 件  数

訪問介護サービス利用者負担 10％（全額免除）  0 

社会福祉法人の利用者負担 本人負担額の原則25％ 71 

 

９ 制度周知に関する広報 

広報紙 6回(介護保険料についてなど)       市ホームページへの掲載 随時 

まちかど講座等 3回  

施設介護サービス費の利用者負担 件数 

減 額 17 

免 除 12 

特 定 負 担 限 度 額 

居住費 食費 
件数

0～490円/日 0～650円/日 57 
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国 民 健 康 保 険 
１ 国民健康保険の役割と現状 

国民健康保険は、農業従事者、自営業者、無職の人、健康保険の適用事業所以外の事業所の従業員やその家

族等、職域を対象とする健康保険や各種共済組合に加入していない人々を対象とするもので、国民皆保険を実

施するわが国医療保険制度の基盤的な役割を果たしている。 

現在、本市においては、市民の約3割が国保に加入しており、被保険者の健康保持・増進のための国保が運

営されている。しかしながら、国保の現状は、被保険者の高齢化や医療の高度化に伴う医療費の増加及び国保

制度の持つ構造的な財政基盤のぜい弱さ等により、その財政運営は極めて厳しい状況にある。 

国においても将来にわたり持続可能で安定した医療保険制度維持のため、平成２５年１２月に「持続可能な

社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」が成立。平成２６年度から２９年度までを目途に

必要な措置を順次講ずるものとされた。本市においても、こうした動向を注視しながら適正かつ安定した国保

事業の運営に努めている。 
 
２ 国保財政の推移と被保険者加入状況 

（１）国保財政の推移                                 (単位：千円) 

決 算 額 区分 
年度 歳 入 歳 出 

差引残高 
一般会計からの 
法定外の繰入額 

税率等の
改定の有無

H23 73,155,393 71,581,128 1,574,265 5,074,118 無 

H24 75,806,828 74,388,737 1,418,091 5,139,426 無 

H25 78,001,193 76,180,234 1,820,959 4,994,112 有 

 

（２）被保険者加入状況 

   区分 

年度 

市人口 
(人) 

被保険者 
(人) 

加入率 
(％) 

市世帯数 
(世帯) 

加入世帯数 
(世帯) 

加入率 
(％) 

H23 719,412 213,520 29.7 306,383 122,007 39.8 

H24 719,709 212,401 29.5 309,055 122,425 39.6 

H25 720,570 209,802 29.1 312,182 122,312 39.2 

※23～25年度の市人口・世帯数は10月1日現在数値、国保被保険者・加入世帯数は年度平均数。 
 
３ 国保税率等（平成２５年度） 

（１）医療分  

所得割額     ① 前年所得額(基礎控除有り)の100分の5.15 

被保険者均等割額 ② 被保険者1人につき   23,000円 

世帯別平等割額  ③ 1世帯につき     19,200円 

合       計 ①＋②＋③ ＝ 保険税年額 

賦 課 限 度 額 51万円 

 

（２）支援金分     

所得割額     ① 前年所得額(基礎控除有り)の100分の1.85 

被保険者均等割額 ② 被保険者1人につき   10,000円 

世帯別平等割額  ③ 1世帯につき     4,800円 

合       計 ①＋②＋③ ＝ 保険税年額 

賦 課 限 度 額 14万円 
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（３）介護分     

所得割額     ① 前年所得額(基礎控除有り)の100分の1.25 

被保険者均等割額 ② 被保険者1人につき   6,900円 

世帯別平等割額  ③ 1世帯につき     5,400円 

合       計 ①＋②＋③ ＝ 保険税年額 

賦 課 限 度 額 12万円 

 

４ 給付の状況 

（１）療養給付(療養給付費)の状況 

  区分 

年度 
件数(件) 日数(日) 給付額(円) 

1人当たり

件数(件) 

1件当たり

給付額(円) 

1人当たり

給付額(円)

H23 3,033,640 3,986,676 42,710,662,350 14.2 14,079 200,031 

H24 3,075,115 3,965,663 43,181,380,350 14.5 14,042 203,301 

H25 3,084,953 3,924,675 44,111,499,481 14.7 14,299 210,253 

※1人当たり件数＝件数÷年度平均被保険者 

※1件当たり給付額＝給付額÷件数、1人当たり給付額＝給付額÷年度平均被保険者数  

（２）高額療養費支給状況 

   区分 

年度 
件数 支給額(円) 

H23 80,678 4,969,032,976 

H24 93,721 5,183,589,665 

H25 78,690 5,292,990,702 

※高額介護合算療養費分含む 

（３）出産育児一時金の支給状況  

出産育児一時金  区分 

年度 件 数 支給額(円) 

H23 1,024 429,153,855 

H24   995 416,567,731 

H25   958 403,466,218 

※出産育児一時金支給額＝１件 420,000円 

 

 

（４）葬祭費の支給状況  

葬祭費  区分 

年度 件 数 支給額(円) 

H23 1,110 55,500,000 

H24 1,106 55,300,000 

H25 1,012 50,600,000 

※葬祭費支給額＝1件 50,000円 

 

 

５ 国保税の調定額及び収納率の推移(現年分) 

               区分 

年度  
調定額(円) 収納額(円) 収納率(％) 

医療分 13,762,693,243 11,904,102,458 86.50 

支援金 4,244,835,667 3,657,042,808 86.15 H23 

介護分 1,554,682,690 1,306,432,598 84.03 

合

計
86.23 

―  206   ― ―  207   ―



 

 

208

               区分 

年度  
調定額(円) 収納額(円) 収納率(％) 

医療分 13,604,494,164 11,819,268,226 86.88 

支援金 4,199,295,720 3,634,623,894 86.55 H24 

介護分 1,524,878,816 1,282,235,656 84.09 

合

計
86.59 

医療分 13,573,525,522 11,863,258,897 87.40 

支援金 4,851,201,252 4,232,461,058 87.25 H25 

介護分 1,510,030,426 1,275,023,193 84.44 

合

計
87.14 

 

６ 後期高齢者支援金・老人保健拠出金・介護納付金 

後期高齢者支援金は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療制度に対する支援金である。 

老人保健拠出金は、老人保健法に基づく老人保健医療事業に対する拠出金である。（老人保健医療制度は平

成20年3月末で廃止されたが過誤納付等にかかる精算があるため、拠出が発生している。）介護納付金は、介

護保険法に基づき介護保険に要する費用を拠出するものである。 

      区分 

年度 
後期高齢者支援金(円) 老人保健拠出金(円) 介護納付金(円) 

H23  9,492,193,708     498,365 3,989,127,039 

H24 10,616,019,491 809,194 4,251,898,587 

H25 11,132,403,322 394,061 4,546,517,344 

 

７ 保健事業  

  被保険者の健康の保持・増進を目的に、被保険者に対し次の事業を展開している。 

（１）特定健康診査・特定保健指導事業 

ア 特定健康診査 

メタボリックシンドロームを早期発見し、生活習慣病を予防するため、特定健康診査を実施する。 

年度 H23 H24 H25 

対象者(人) 142,692  142,329 143,331 

受診者数(人)  30,145  31,001  32,058 

  ※自己負担額＝1,000円 

 

イ 特定保健指導 

メタボリックシンドロームの該当者及び予備軍を減少させるため、特定保健指導を実施する。 

年度 H23 H24 H25 

区分 
対象者数 初回面接 

終了者 

対象者数 初回面接 

終了者 

対象者数 初回面接 

終了者 

動機付け支援(人) 2,778   994 2,635 1,008 2,739   908 

積極的支援(人)   941   235   969   224   982   217 

合計(人) 3,719 1,229 3,604 1,232 3,721 1,125 

  ※自己負担額＝無料 
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（２）人間ドック・脳ドック助成事業 

    病気の予防・早期発見のため、人間ドック及び脳ドック検診料の一部を助成する。 

   人間ドック 

年度 H23 H24 H25 

受診者数(人)       5,206       5,366 5,626 

助成額(円) 114,532,000 118,052,000 123,772,000 

※助成金額＝22,000円 

脳ドック 

年度 H23 H24 H25 

受診者数(人)      1,832      2,119 2,352 

助成額(円) 18,320,000 21,190,000 2,352,000 

※助成金額＝10,000円 

（３）健康診査 

病気の予防・早期発見のため、健康診査を実施する。 

年度 H23 H24 H25 

受診者数(人)       375       369 380 

助成額(円) 5,294,825 5,197,010 5,471,909 

※自己負担額＝1,000円 

（４）歯科健康診査 

虫歯、歯周病等の予防・早期発見のため、歯科健康診査を実施する。 

 

 

 

※自己負担額＝500円 

 

８ 国民健康保険診療所 

国民健康保険直営診療施設として青根診療所、内郷診療所、日連診療所を設置 

名    称 青 根 診 療 所 内 郷 診 療 所 

所 在 地 緑区青根1837-1 緑区若柳1207 

診療科目 内科、小児科、外科 内科、小児科、外科、整形外科、胃腸科 

診療時間 午前8時30分～正午 午後1時～午後5時 午前9時～正午 午後3時～午後6時 

休 診 日 土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始 水曜日、土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始 

開設年月 
昭和24年4月（現在の建物は、平成10年3
月から供用開始） 

昭和27年6月（現在の建物は、平成23年1月から
供用開始） 

名    称 日 連 診 療 所   

所 在 地 緑区日連1037-1 

診療科目 内科、小児科 

診療時間 午前9時～正午 午後1時～午後5時 

休 診 日 土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始 

開設年月 
昭和26年6月（現在の建物は、昭和48年4
月から供用開始） 

  

年度 H23 H24 H25 

受診者数(人)      28      23 24 

助成額(円) 158,577 130,259 135,923 
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国 民 年 金 
１ 国民年金の概要 

国民年金制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によっ

て防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とし、昭和34年に国民年金法が制定さ

れ、昭和36年4月から施行された。昭和61年に現在の各公的年金共通の基礎年金制度に改められ、給付と負

担の長期的な均衡を保つための新しい制度の導入が図られた。 

平成3年4月には、従来、任意加入であった学生(20歳以上)の加入が義務付けられた。また、より充実した

給付を希望される方に、国民年金の上乗せ年金として「国民年金基金制度」もスタートした。 

平成 7年 4 月には、65 歳になっても受給権を有しない人のために、70 歳まで加入できる「高齢任意加入制

度」が始まり、平成9年1月には、複数の年金番号を保有していることによる様々な課題を解消するため、「基

礎年金番号制」が実施された。 

平成 14 年 4 月からは、地方分権一括法により保険料の収納事務は「国」が直接行うことになり、全国どこ

でも保険料の納付が可能となった。 

（１）被保険者 

ア 必ず加入する人(強制加入の人) 

・第1号被保険者  日本国内に住所がある20歳以上60歳未満で第2号被保険者または第3号被保険

者のいずれにも該当しない人 

・第2号被保険者  厚生年金保険及び各種共済組合に加入している人 

・第3号被保険者  65歳未満の第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人 

イ 希望で加入する人(任意加入の人) 

・被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けている60 歳未満の人 

・60歳以上65歳未満の人で老齢基礎年金の満額に満たない人 

・20歳以上65歳未満の在外邦人 

・65歳以上70歳未満の間に老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができ、かつ昭和40年4月1日

以前生まれの人 

（２）保険料 

定額 1か月 15,250 円  付加保険料 1か月400 円 

（３）加入者状況                                            (各年度末現在 単位：人) 

年 度 H23 H24 H25 

強制 109,653 107,142 106,173 

任意   1,967  1,760   1,571 第1号被保険者 

計 111,620 108,902 107,744 

（４）拠出年金(旧法)受給権者状況            (各年度末現在 単位：人) 

年 度 H23 H24 Ｈ25 

老齢年金 7,354 6,553 5,863 

障害年金  163 156 150 

母子年金   1 1 1 

遺児年金   0 0 0 

寡婦年金   0 0 0 

合 計 7,518 6,710 6,014 
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（５）基礎年金(新法)受給権者状況            (各年度末現在 単位：人)  

年 度 H23 H24 Ｈ25 

老齢基礎 121,870 130,729 138,946 

障害基礎  7,927 8,256 8,541 

遺族基礎  1,157 1,131 1,119 

寡婦年金     96 83 74 

 計 131,050 140,199 148,680 

 

２ 老齢福祉年金 

（１）受給対象者 

国民年金制度が実施されたときに、保険料を納める期間が短いため拠出制の年金が受けられない明治 44 

年4 月1 日以前に生まれた人。（全額国庫負担で支給されるため、所得等により支給制限がある。） 

（２）受給状況                         (各年度末現在) 

年 度 H23 H24 Ｈ25 

受給権者数(人) 38 14 14 

 

【国民年金課…1、2】 
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